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今夏執行予定の参議院議員通常選挙で
不在者投票を行う方へ

方 

▽
戦
傷
病
者
手
帳
で
上
肢
ま
た
は
視
覚

の
障
が
い
の
程
度
が
特
別
項
症
、
第
１
項
症
、

第
２
項
症
の
方 

▽
上
肢
ま
た
は
視
覚
の
障
が

い
に
つ
き
、
都
道
府
県
知
事
等
が
こ
れ
ら
の

障
が
い
の
程
度
に
該
当
す
る
と
証
明
し
た
方

は
、
あ
ら
か
じ
め「
代
理
記
載
人
」（
選
挙
権

を
有
す
る
方
）を
届
け
出
る
こ
と
で
、
代
筆

に
よ
り
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
※
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
の
手
続
き
】

①「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」の
申
請

　
　

村
選
挙
管
理
委
員
会（
役
場
行
政
棟

３
階
）備
え
付
け
ま
た
は
村
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た「
郵
便
等

投
票
証
明
書
交
付
申
請
書
」に
本
人
が
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
身
体
障
害
者
手
帳
、

戦
傷
病
者
手
帳
ま
た
は
介
護
保
険
被
保
険

者
証
の
い
ず
れ
か
を
添
え
て
、
村
選
挙
管

理
委
員
会
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
後
日
、

「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」を
郵
送
し
ま
す
。

②
投
票
用
紙
等
の
請
求

　
　

村
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
証
明
書
を
お

持
ち
の
方
へ「
投
票
用
紙
請
求
書
」を
郵
送

し
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、「
郵

便
等
投
票
証
明
書
」を
添
え
て
、
選
挙
期

日
の
４
日
前
ま
で
に
村
選
挙
管
理
委
員
会

へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

東
海
村
選
挙
管
理
委
員
会（
総
務
課
内 

☎
282
局
１
７
１
１ 

内
線
１
３
１
３
）

みんなの一票大切に！

　

村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
方

で
、
期
日
前
投
票
の
期
間
や
投
票
日
当
日
に

出
張
や
旅
行
等
で
村
外
の
市
区
町
村（
遠
隔

地
）に
滞
在
し
て
い
る
た
め
に
投
票
所
に
行

く
こ
と
が
で
き
な
い
方
は
、
滞
在
先
の
市
区

町
村
選
挙
管
理
委
員
会
で「
不
在
者
投
票
」を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
遠
隔
地
に
お
け
る
不
在
者
投
票
の
手
続
き
】

①「
宣
誓
書（
投
票
用
紙
等
請
求
書
）」の
提
出

　

村
選
挙
管
理
委
員
会（
役
場
行
政
棟
３

階
）備
え
付
け
ま
た
は
村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た「
宣
誓
書（
投

票
用
紙
等
請
求
書
）」に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
村
選
挙
管
理
委
員
会
に
投
票
用
紙

等
を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
請
求
に
基
づ

き
、
滞
在
先
に
投
票
用
紙
等
を
郵
送
し
ま

す
。
郵
送
等
に
日
数
が
か
か
り
ま
す
の
で
、

早
め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

②
滞
在
先
で
の
不
在
者
投
票

　

届
い
た
投
票
用
紙
等
を
持
っ
て
、
滞
在

先
の
市
区
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
で
不
在

者
投
票
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
投
票
を
終

え
た
投
票
用
紙
は
、
滞
在
先
の
市
区
町
村

選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
村
選
挙
管
理
委
員

会
へ
郵
送
さ
れ
ま
す
。

【
遠
隔
地
に
お
け
る
不
在
者
投
票
期
間
】

　

選
挙
期
日
の
公
示
日
の
翌
日
か
ら
選
挙

期
日
の
前
日
ま
で 

※
滞
在
先
の
市
区
町
村

遠
隔
地
に
お
け
る
不
在
者
投
票
制
度

選
挙
管
理
委
員
会
に
よ
り
執
務
時
間
等
が

異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
滞
在

先
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
戦
傷
病
者
手
帳

を
お
持
ち
で
、
左
表
の
〇
印
の
該
当
者
ま
た

は
、
介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
要
介
護
状
態

区
分
が「
要
介
護
５
」の
方
は
、
郵
送
で
投
票

を
行
う「
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
制
度
」

を
利
用
で
き
ま
す
。

　

対
象
者
の
う
ち
▽
身
体
障
害
者
手
帳
で
上

肢
ま
た
は
視
覚
の
障
が
い
の
程
度
が
１
級
の

身体障害者手帳
免
疫･

肝
臓
の
障
が
い

心
臓･

腎
臓･

呼
吸
器･

ぼ
う
こ
う･

直
腸･

小
腸
の
障
が
い

両
下
肢･

体
幹･

移
動
機
能
の
障

が
い

障
が
い
等
の
記
載
内
容

○ ○ ○ １
級
障
が
い
の
程
度

○ ー ○ ２
級

○ ○ ３
級

戦傷病者手帳
心
臓･

腎
臓･
呼
吸
器･

ぼ
う

こ
う･

直
腸･

小
腸･
肝
臓
の

障
が
い

両
下
肢･
体
幹
の
障
が
い

障
が
い
等
の
記
載
内
容

○ ○ 特
別

項
症 障

が
い
の
程
度

○ ○ 第
１

項
症

○ ○ 第
２

項
症

○ 第
３

項
症

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
制
度


